
「市民生活のしおり」協働発行事業質問書に対する回答書

NO 質問 回答

質問１
４応募に関する事項（３）応募書類 ウ「市民生活のしおり」企画提案書

記載すべき事項を網羅していれば、項目の提案順序の変更は可能ですか。

任意様式としているため、企画提案書に明記すべき各事項が記載されていれば、項

目の提案順序は問いません。

質問２
６「市民生活のしおり」仕様（10）配付

市が指定する納品場所として、何箇所程度を想定していますか。

市が指定する納品場所としては、８カ所（市役所本庁舎および各支所）を予定して

います。

質問３
６「市民生活のしおり」仕様

業務の一部再委託は可能ですか。再委託する業務は、配付業務です。
業務の一部再委託は可能です。


